
書式第 12号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

令和元年度 事 業 報 告 書

盤底塵聾歴勘圭と聾菫生ユ壼

1 事業の成果

令和元年度は昨年度に続き、青少年・少女を対象としたサッカークラブ事業のさらなるに発展に注力
した。地域との連携を深めるために初年度に新設した少年サッカーのスクールコース並びに少女サッカ
ーのキッズコースも引き続き活動を行い、地域の子供たちへのスポーツ機会の提供を行った。その他、
広く地域住民がスポーツに触れる機会を提供するために、開始した施設貸出事業も3期 目迎え、定期利
用者や一般の利用者の利用が増加した。しかし令和 2年 3月 より、新型コロナウイルスの感染拡大防止
のため、サッカークラブ事業を期間未定で休業状態とした。安全 。安心な状況になり次第、活動再開予
定である。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業              (事 業費の総費用 【24,410】 千円)

定歌に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事
ヨム
徊

人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

青少年・少女
を対象とした
サッカークラ
ブやスクール
運営など、青
少年・少女の
健全育成に関
する事業

FC uGAR
選手コースの運営

年間を通 じ

て随時実施

荒川 区内 の

小 中学校 や

公共施設 (荒

川 区立第 五

中学校、荒川

区立第 二峡

田小学校、荒

川 生涯 学 習

セ ン ター な

ど)

8人

荒川区。足立

区・葛飾区付
近 に在住 の

未就学児 か

ら中学生

未就学児
約 20人
小学生

約 110人
中学生
約 30人

20,763

FC LIGAR
スクールコー スの運営

FC HERMANA
U・ 15の運営

FC IIERMANIA
U‐ 12の運営

FC IIER31ANA
キッズの運営

サッカー及び
その他スポー
ツに取 り組む
機会の提供に
よる人々の心
身の健康促進
や健全育成に
関する事業

私立大学と提携をして女性
が無料で参加できるサッカ
ー広場の主催。
地域の子 どもたちを対象 と
したかけっこ教室や、保護者
を対象 とした栄養学セ ミナ
ーなどを主催。

月 1回

私立大学や

区内公共施

設 (帝京科

学大学や町

屋文化セン

ターなど)

5人

荒川区。足立

区・葛飾区付
近 の近隣住
民

不特定多数 0

青少年・少女
の文武両道の

実現に必要な
ソー シャル ス

キル を身に付

けることを目
的として教育
的支援に関す
る事業

自社セ ミナールームを利用

して、法人会員の中学生の文

武両道を支援する。
日標設定や PDCAサイクル
の回 し方、時間管理や勉強方
法などを教授 した。

毎週 1回

7月 迄実施

自社 セ ミ

ナ ー ル ー

ム

3人

荒川区・足立

区・葛飾区付
近 に在住 の

中学生。高校
生

15人 0

公共のスポー
ツ施設等の清
掃及び管理運
営整備等に関
する事業

実施 しなかった



スタジオ運営
及び貸出、_ま
た、スタジオ
を活用 したイ
ベン ト主催や
各種スポーツ
教室の運営な
ど、地域スポ
ーツ文化の醸
成・発展にか
かる事業

当法人のスタジオ、セ ミナ
ールームを一般利用者向け
に貸出し、多くの人がスポ
ーツに触れる機会を提供 し
た。また当社ダンススクー
ルの練習拠点とし、定期利
用できる活動環境を提供 し
た。

年間を通 じ

て随時実施

自社スタ
ジオ

・セミナー
ル ‐―ム

1人

一 般 利 用

者・ダンスス

クール生徒

(荒川区。足

立区・葛飾区

付近の近隣

住民

不特定多数 3,152

スポーツ指導
者 の 待 遇 改
善 。社会スキ
ル向上のため
の、各種パー
トナー企業ヘ

8合筒過書彗
業

指導者のパー トナー企業ヘ

の派遣により、指導現場で
得られない社会的・専門的
スキルの習得を目指す。そ
して自立して指導人材の育
成を行った。

7月 迄実施

当法 人 の

ス タ ジオ

や 派 遣 先

企業

2人 495

その他活動 目
的を達成する
ために必要な
事業

(2)その他の事業 (事業費の総費用 【 】千円)

載記
た
名

に
れ
業

款
さ
事

足
事業内容 日時 場所

従事者
人数

事業費
(千円)

実施 しなかった



書式第 13号 (法第 28条関係 )

令和元年度

事 業 報 告 用

活動計算書 (その他事業が上登場合)

116-3ctivi t,

単位 :円
● ■ 」ヽ■} 含 訃

1 受取会,
工会長受取会費
贅助会員受取会,

2 ・
11:営羞‐実評

“
益 273.506

0

273.506

● 彙取助■●●
受取助咸全 1.078,106

1.073.106

青′年・少女を対●としたサンカ~ク ラブやスクール遍1営など.■少年・少女の■全青咸に関する市姜

サンカ~及びその他スポーツにn,●曝 の提供による人々の心身αl●豪■1:4ヨ 0奎青咸に関する,:彙

青少年 .少女の文武両■の奥■に必晏なソーシャルスキルを身に付|'る ことを日的として腋■的■■|`関 する事,

スポーツ罐千者の得遇こ子 社会スキル向上のための.4●パートナー企員への人け凛■■め日同口告
`菫

4 事黎崚菫

24,772,330

0

0

2.970.115

'62.220

4餌 :閲

6 その0●●■
その他収基 L738,(1,0

1.738.∞ 3

3,.304.410

10.524,771
282.500

1,052,754

ll.Oα .025

外注費
旅費交通彙
通信費
交朦彙
会議,
減衛償却費
鮨口利用費借料
地代家,
保険料
水道光熱姜
消耗品,
■税公凛
広告宣伝費
支払手数料

議会,
新聞図書費
摯費
支払利忠
■翔前払費用償却

1

2

給料手当

役員■喘
法定福利費

95,467
6.622,771

26.274
29,456
4,627

180,903
182,050

1,713,750
222,340

198.7%
2.216,427

100,3∞
229,2“
369,(Xつ

1.265,003
907
913

4,754
81,0∞

i2.510.口 1

24.409.3“

2.217,500
633,(M0

476,352

3.32."2

外注費
旅,交通交
,1信安
減

“

償却,
螂代家贅
水道光熟,
消耗品費
租税′′ヽ凛
広告宣伝姜
支払千数料
薔会,
新聞図■費
支払利ふ
長期前■■月償却
雑姜

雀員報喘
給料手当

法定福利費

202.039

26,163
140,793
127.541
696,25(

●6,2“

201.129
1,102,310

09.576

43.229
15,221
2.480

37,316

27.000
7,167

2,“ .400

6.097.472
30■m7

― IB】 r 387."|

や別■大 3,011.436

3.011.4.
-3.0,1.436

当 ヨ 正 曇 ・ 0 … く :[)

‐
=■

菱■:キ11:
O法人税、住

―

 ・

前魏 Ш 正味財産預 ・ … ⑤
■ 040

4."24∞
菫

=味
財 : 1.323_01〔

[II_1

月  

“
菫 曇 ■ ● | 国



書式第 15号 (法第 28条関係 )

令和元年度 貸借対照表

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人  116-activit

建物附属設備

2
1

2

3 の

現金預金
前払費用
未収入金

出資金
敷金
長期前払費用

3,151,070

559,470
122,925

3,833,465 3.833.465

４
‘
′
４

505,000
10,000

270,000
225,000

3_934.752 3.934.752

【A】 資 産 合 計 ①+② 7.763.217

長期借入金

2

1

B―

未払金
未払法人税等
未払消費税等
前受金

160,047
70,000

549,500
1,123,200

141.460
2,044,207 2.044.207

3,896,000

3,896,000 3.896,000
5.94().207

・
産額 4,022,460

-2,194,450

1_328_010 1_828_010

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】 7.768.217

≡|||||||■|||||『|】|||『 百 111■■||口 .ヽ旧IF覇■ ||■

||ILl■ L]IEコE

)+“)

財 産 の 毬

用

■1_1■ヨ|_l

,負債合計  ・ ・・ 0

B-2
輛
雨
一一

■■■1こ″Fl



令和元年度  計算書類の注記

特三菱営利活動法人 l16‐ctivity

重要な会計方針

計算書類の作成は、PO法人会,十基準 (2010年7月 20日  2011年 11月 20日 一部改正 PO法人会計基準協餞会と
「中小企業会計に関する基本要鎮」によっています。

(1)資産の評

“

基■及び評価方法
・有価証券の評価基■及び評価方法

総平均法による原価法を採用しています。
(2)固定資産の減価償却の方法
・ 有形固定資産

定事法を採用しています。ただし平成10年 4月 1日 以降に取得した建物 ∝ 働附腐置備を除く)

並びに平成28年4月 1日 以降に取得した建衡附属設備及び構築物については定額怯を採用しています。
・無形固定資産

定額法を採用しています。
(3)消癸税等の会計処理

消費税等の会計処理は、■込方式 |こ よっています。

2. 事業別損益の状況

3.施 設の提供等の物的サービスの受入の内訳

内容 全 嶺
=定

方法

な し

4 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制わされた寄附金年の内訳 (正味財産の増減及び残高の状況)Iま以下の通りです.

当法人の正味財産は2.761.568円 であり.年度末に使途が制約された正味財産はありません。

科 目 期首取得●額 取 得 減 少 期末取得●額 期末瞑饉●額

有形固定資産

建物附属級働
無形固定資産

ソフトウェア

投資その他の贅産
合計

3,674,956

579,600

0 245,204

579.6(Ю

3,429,752

0

-735,612

-"36)(

3,429,752

0

4.254.556 824.804 3.429,752 -1.729.212 3.429,752

内容 翔首残高 当

"増
加額 当翔減少額

"未
残高 備 考

ローレクス財団助咸全

合 計

1,095,878 1.078,100 2.173.984 0 FC HE剛 ハ■の日●看強■●ための勁崚金

1.095.878 1.078.106 2.173.984

料 目
'ッ

カークラフ
事業 教菫選営事業 施設貸出事生 パー トナー●葉 事業部門計 管理部門 合 計

I 樫常収笙
1 受取会費
2.受取キ附金
3 受取助成金等

` 事業収益
5 その他収益
3.為替換算差益

経常収益計

口 屋常費用
(1)人件費

投員報副

給与手当
法定福利癸
人件麦計

(2)その他経費

外注費

旅費交通費

通
=脅交際費

会議費

減価曇却費

施設利用賃借料

地代家賃
保険料

水道光熱費
消耗品費

社税公保
広告宣伝費

支払手数料

議会費

新聞図■■

撃費
支払利思
長期前払費用償却

その他経費計
屋常費用計

当翔蘊常増減額

123,233

1,078, 106

24.772,330

1.720.072

17,772

302,000 2,668.145 562.220

0

123.233

1,078.106

28,304,695

1,720,072

17.772

1 50,

0

270

0

0

249

0

0

273.506

1.078.106

23.304,695

1,720.321

17.772

27,711,513 302.000 2,668.145 502.220

0

9.869.765

920,580

0

208,000

0

282.500

8,,360

60.749

0

365.640

71.425

282.500

10.524,77:

1.052.754

2,217.500

038.640

476.352

2.500,000

11,168,411

1.529.606

208,000 424.609 437.071 15.193.017

22,706

5,597.278

7.138

29.456

4.627

0

182,050

0

222.840

0

2.19く ,,8()4

0

224.192

227.112

1,263,364

591

7. 54

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29.561

3,333

17.986

0

0

183.903

0

1,713,750

0

198,796

25.623

103.390

5.042

141.327

1.939

316

913

4,754

81,000

43,200

14,610

0

270

95.`G7

5,622,771

25,274

29,456

4,627

183,903

182,050

1,713,750

222,840

198,796

2,216,427

103.300

229,234

369,009

1,265.003

907

913

4,754

81.000

232,039

26.163

140.793

127.541

6“.2∞

66.266

201,129

1.102.310

39.576

43.229

15,221

2,480

7.167

37,316

27.(κЮ

327.506

5,“ 8,"4
]66,067

29,456

4.627

311.444

182.050

2,410,000

222,840

265,002

2,417,550

1.205,700

268,810

412,238

1,280,524

3.387

8,080

42,070

108,000

7.544 2.511.883 58.086

215.544 2,936.492 495,157

86.456 -268.347 67.0,3

5. 固定贅産の増減内訳

匡亘亜亜璽ヨ
==璽

亜□三亘亜亜巫ヨ

三亘亜:=亘ヨ三二亘亜2E亜亜亘亜□

==亜
璽巫コ

匡ココロ回
1  20.762.7031

E=コ亜罰
日需蔚硼硼再需硼



6.借 入金の増減内訳

科 曰

"首
残高 当翔借入 当朗返済 期末残高

長期僣入金

合計
4.448.000 552.000 3,896,00(
4.448.()00 552.000 3.896.000

7 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近規者との取引は以下の通りです。

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の松況を明らかにするために必要な事項

事業費と管理費の技分方法
(1,事業の従事状況により配賦しております。
(2)非 収益事業と収益事業 (蔵段貸出事業)の共通費については.下記の基準により技分し、管理費と収査す業の●美費に計上しています。
C本社に係る地

`ヽ

家■・減

“

償却■・水道光語費・長期前払費用 i利用面積比
②その他経麟 絶売上高比

その他の事業に係る資産の状況
建物附属設備 (本社内装工事・電気設備工事)残高 3,429,752円

特定非営利活動事業及びその他の事業にて共通で利用しているため、上記基凛によ嗽 荀償却費を狡分計上しています。

科 日
計算

=類
に計上

された金麟
内役員及び近規
者との取引

n).04' 5,940

(活動計算■)

'借
対熙表計

活動計算●計

(賃借対照表)

未払金

160.047 5.940



書式第 17号 (法第 28条関係)

令和元年度 財産目録

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人116-activit

金  額 ′1ヽ   =十 合  計

67,957
1,197,173

1

66,887
1,819,052

135,000
424,470

2
1

の の

ゆうちょ銀行通常預金

長

幸生桜 レーーベン敷金

出資金

城北信用金庫
敷金

建物

2
3

前払費用
前払家賃
前払サッカークラブ登録費用

未収入金
施設貸出事業未収金
業務委託事業未収金

現金預金
手元現金

東京三菱UFJ銀行普通預金
東京三菱UFJ銀行普通預金

城北信用金庫普通預金

期前払費用
礼金償却

116,325
6,600

3,833,465 3.833.465

3,429,752
3,429,752

10,000

270,000

225,000

505,000

3.034_752 3.9321_752

【A】 資 産 合 計 ①+② 7,768.217

207

3,896,000

の

2 2

2

1

未 払 人 等

141 460

-1

1,123,200

長期借入金
城北信用金庫借入金

未払金

職員立替経費
水道光熱費 3月 分
社会保険料 3月 分
カー ド払い

サッカークラプ事業合宿支払い

未払消費税等

前受金
サッカークラブ事業翌年度分前受金

預り金

28,041
4,113

92,293
27,600
8,000

70,000

549,500

【B-1】 負 債 合 計 ③+④ 5.940,207

【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】 1,828,010

【:



書式第 18号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和元年度年間役員名簿 (前事彙年度において役■であったことがある全員の氏名及び住所又は居所エ
びにこれらの者についての前事業年度における颯日の有彙を記

=し
た名簿)

特定非営利活動法人116-activit y

1 確認事項 (法第 20条 及び第 21条 を確認の上、チ ェックを入れて ください。)

ビ以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)

回各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

役 名
どちらかに

O

(フ リガナ)

住 所 又 は 居 所
前事業年度内の

就任期間

報酬 を受 けた期間

(該当者のみに記入)氏   名

1 θ 監事

タケダマサフミ 平成31年 4月 1日

令和2年 3月 31日

平成31年 9月 1日

令和2年 3月 31日武田 雅史

2

ハ

e努

"監

事
ホシノスミオ 平成31年4月 1日

令和2年 3月 31日

年

年

月

月

日

日星野 壽夫

3

′´ヽ

こリァ・監事
イ トウアユム 平成31年4月 1日

令和2年 3月 31日

年

年

月

月

日

日伊藤 歩

4 理事で多ト
タニノマイ 平成31年 4月 1日

令和2年 3月 31日

年

年

月

月

日

日谷野 具以

5 運卜・監事
イシオジュン 平嘉1年 4月 1日

令和元年8月 19日

平施31年 4月 1日

令和元年7月 31日石尾 潤

6 理事・監事

年

年

月   日

月   日

年

年

月

月

日

日

7 理事・監事

年  月  日

年   月   日

年

年

月

月

日

日

8 理事・監事

年

年

月 日

日月

年 月

月

日

日年

9 理事・監事

年  月  日

年  月  日

年

年

月

月

日

日



書式第 4号 (法第 10条・第 28条関係)

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法 116-activit

氏   名 住 所 又 は 居 所

1 武田 雅史

2 星野 壽夫

3 伊藤 歩

4 谷野 員以

5 池谷 勝之

6 芹沢 淳

7 浅井 亮太

8 内山 穂南

9 武田 小枝

10 江崎 博菜

11

12


